
第１回浜松市議会議員定数のあり方調査会で依頼のあった追加資料等について 

 

 

NO 発言者 発言内容 資料等 

１ 土山委員 

合併した旧役場や、旧庁舎を支所として運用しており、浜松市では、出張所ではなく行政サービスコーナーを設置しています。合併

した旧市役所や役場であったところは、どういうふうに運用しているのか、行政サービスコーナーに、旧役所の機能が入っているの

か、行政サービスコーナーの機能は、どのコーナーも同じようなものなのか。また行政サービスコーナーはどのように分布して、ど

んな役目を持っているのか。 

資料 1-2 

資料 1-3 

２ 土山委員 

配置されている職員、特に市民サービスに関わる職員の数の推移を知りたいです。数の推移は、先ほど議員さんの数の変動を見まし

たけど、それと比較する形で見てみたいので、そうした協働センターなどの職員さんの機能と協働センターの職員の推移を、選挙ご

とに合わせる形で見せていただきたい。 

資料 2-1 

資料 2-2 

３ 河村委員 

旧町村ではどんな内容でも議員さんにお願いしていたのが、浜松市が大きくなったときに、「これは市長に言ってくれば決裁権限のあ

る所長が決裁をする」ことがありましたよという形の変化によって議員さんの役割は、その周辺の吸収された自治体では変わってく

る。要は、周りから、議員もいなくなったけれども、職員もいなくなって、お願いする内容も実は変わってきた。町内会長さんとか

がどういうふうに、その議員さんの、数とかを考えているかっていうのは、多いか少ないか聞いてみると、市民じゃないけれども行

政とよくつながる方の意見として補強材料になる。 

資料 3-1 

資料 3-2 

資料 3-3 

資料 3-4 

４ 河村委員 

例えば市長選挙とかも差し込んでいただけると、多少分析しやすいのかなというところはあると思います。基本的には国政選挙は常

にあるものですから、そうすると無投票だからちょっと今数字出てこなくなっているので、できればその選管に頼んでですね、やっ

ぱり旧町村ごとの数、もし国政選挙でも下がっているよねっていうのであればある程度類推はできますよねってことになると思うの

でちょっと資料つけてほしい 

資料 4-1 

資料 4-2 

資料 4-3 

５ 本橋委員 

陳情については、他の政令指定都市と比べるとやはり少ない傾向があるかなと思っております。例えば陳情でこの 24件はどの区で出

たのかとか、そういうようなこと等を教えていただきたい。また、請願紹介議員になるにあたって、何かそういう議会内でのルール

的なものが、あるかどうかについても、教えていただきたい。 

資料 5-1 

資料 5-2 

資料 5-3 

1 その他 人口50万人以上の市及び特別区の人口、議員定数、常任委員会の数及び定数等（該当する自治体に数値等を確認したもの） 資料 6 

資料１－１ 



地方自治法 市条例 市規則

区(区役所)
地方自治法
第252条の20

浜松市区及び区協議会の設置等に
関する条例第3条

-

行政センター※１ - - 浜松市区役所事務分掌規則第3条第1項
支所※１ - - 浜松市区役所事務分掌規則第3条第1項
協働センター※１、※２ - - 浜松市区役所事務分掌規則第3条第2項
市民サービスセンター - - 浜松市区役所事務分掌規則第3条第2項
ふれあいセンター - - 浜松市区役所事務分掌規則第3条第2項

※１行政センター、支所、協働センターについては、地方自治法155条の支所又は出張所には位置づけていない。
※２支所、協働センター、ふれあいセンターは、地方自治法244条の公の施設としても位置付けている。

組織
設置根拠法令

浜松市の区役所組織等 資料１－１
資料１－２



資料１-３
































